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（注１）上限額

� 制裁金賦課決定の前事業年度の総売上額の１０％を上回らないものとする。また，上限額はベース額（基礎額に加

減算要素を勘案して調整した額）に対する上限であって，リニエンシーや和解によって減額された後の額の上限で

はない。

� 子会社の違反行為について親会社の関与・責任が認定される場合には，親会社グループ全体の総売上額の１０％

が上限となる。

� 違反行為者の財務状況を適切に評価し，制裁金額が十分な抑止力となるよう，制裁金賦課決定の前事業年度以外

の年度の総売上額を用いることもできる。

（注２）関連売上額

� 原則として，違反行為期間のうち違反事業者（又は違反事業者グループ）の最終事業年度における違反行為に関

連する欧州経済領域（欧州連合〔ＥＵ〕及び欧州自由貿易連合〔EFTA〕を包括する共同市場を指す。以下，「EEA」と

いう。）内の商品又は役務の売上額を用いる。

� 違反行為がEEAを越えて広がっており，EEA内の違反行為に関連する商品等の売上額が違反行為に対する各違反

事業者の比重を適切に反映していないと認定される場合には，違反行為が行われた地理的範囲（EEAよりも広い範

囲）の違反行為に関連する商品等の総売上額及び各違反事業者のシェアを算出し，当該シェアをEEA内の違反行

為に関連する商品等の総売上額にあてはめたものを各違反事業者の売上額として用いる。

� 欧州委員会が最も標準的な数値と考える数値を用いることができる（例えば，最終事業年度ではなく別の事業年度

を用いることもできる。）。

（注３）算定率（重大性係数）

� ３０％を上限として，違反行為の重大性（違反行為類型，違反行為者の市場シェアの合計値，違反行為の地理的範

囲，実施行為の有無等）を考慮して決定。

� ＥＵの制裁金ガイドライン上，ハードコア・カルテルに対しては通常上限の３０％となる旨の規定があるものの，運用

上は１５％～２５％に決定。

（注４）違反期間

� 原則，違反行為期間の年数を乗じる（ＥＵの制裁金ガイドライン上，６か月未満の場合は０.５年に換算，６か月から１

年未満は１年に換算）。

� 運用上，2010年以降は，原則月単位（１か月当たり0.08年）で換算し，月単位未満は切り捨てられている。

５ ＥＵの制裁⾦の算定方法
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1２ 独占禁止法審査手続についての懇談会報告書（平成26年12月24日）(抜粋)

ア 今後，本懇談会において現状の仕組みの下で実施すべきとしているもの以外

の防御権の強化を検討するのであれば，裁量型課徴金制度（注１）を含む事業

者が公正取引委員会の調査に協力するインセンティブ及び調査への非協力・

妨害へのディスインセンティブを確保する仕組みの導入について併せて検討を

進めていくことが適当である。

イ ＥＵの和解手続・確約手続（注２）のような仕組みの導入についても検討を進め

ていくことが適当である。

（注１） EUの制裁金制度のように，事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘案して，当局の裁量
により課徴金額を決定する仕組み。

（注２） 和解制度（settlement）とは，典型的には，当局が和解に適する事案であるかを判断した上で協
議を開始し，事業者が違反行為に係る事実認定及び処分内容を争わないことを申し出て，当局

が合意した場合には，手続を簡略化するとともに，制裁金を減額する仕組み。確約制度

（commitment）とは，典型的には，事業者が効果的な提案をする意思を有するかを当局が判断し
た上で，事業者が問題解消措置を申し出て，当局が合意した場合には，当該措置が命令等で義

務づけられるとともに，違反認定が行われず審査が終了する仕組み。

５．今後の検討に向けて（５．今後の検討に向けて（５．今後の検討に向けて（５．今後の検討に向けて（37373737頁）頁）頁）頁）
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